
（参考）

情報受付日 ４月１日(予定)～

　使用する様式 改正後の様式

　営業者から都道府県等への報告方法 食品衛生申請等システム

厚労省への報告日 ～３月31日 ４月１日～ ～３月31日 ４月１日(予定)～ ４月１日(予定)～
　都道府県等から厚労省への報告方法

電子メール

やむを得ず４月以降となる
場合は、要相談
※原則として３月31日までに
報告してください。

電子メール

食品衛生申請等システム
※事業者から提出されたExcel
帳票取込（アップロード）をしてく
ださい。

食品衛生申請等システム

～１月31日

電子メール等

２月１日～３月31日

電子メール等

改正前の様式 改正後の様式


